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○脇見。ぼんやとI運転の防止
◎「手のひら」で横断の意思表示

持用u広報

③主1目 長崎県交通安全推進県民協議会
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交通安全図画最優秀作品(平成30年度知事賞)

佐世保市立吉丼南小学校2年 (当時)
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運動の
目 的

本運動|よ、県民一人一人に交通安全矢[l識を普及し、交通安全思想の高揚を図る

とともに、交通ルールの遵守と交通マナーの向上を習慣付けることにより、県民

総ぐるみで交通事故の防止を図ることを目的とします。

重点 1

新入学や進級後の子供の歩行中における交通事故や、高齢運転者の増加に伴う高齢者の交通

事故が懸念されることから、社会全体で子供と高齢者を交通事故から守るため、次の項目を推

進します。

子供・高齢者

○ 子供 |よ、「道路に飛び出さなしヽ」、「横断歩道を渡る」、「道路で遊ばない」など交通ルール

を守りましょう。

○ 高齢運転者|よ、身体機能の衰えを自覚してゆとりある運転に努め、70歳以上の方が普通

自動車を運転するとき|よ、高齢運転者標識 (高齢者マーク)を付けるように努めましょう。

また、車の運転に不安を感じたとき|よ、交通事故のカロ害者や被害者となる前に運転免許証

の返納を検討しましょう。

○ 道路を横断する際|よ左右の安全確認を十分に行い、横断歩道がある場所で|よ横断歩道を利

用するとともに、運転者に対し「手のひら」を示して横断の意思を伝えましょう。

運転者

○ 横断歩道において、横断中の歩行者や横断しようとする歩行者がいるとき|よ、その横断歩

道の手前で必ず一時停止して、歩行者に道を譲りましょう。

○ 歩いている子供や高齢者の近くを通過するとき|よ、減速、

徐行するなど「思いやり運転」に努めましょう。

○ 夕暮れ時の早めの点灯や夜間の対向車や先行車がいない

場合 |よ八イビームを励行するとともに、歩行者が道路を横

断しているかも矢[lれなしヽと予測して運転しましょう。

家庭・学校・地域・職場

○ 身近で起きた子供や高齢者の交通事故について話し合い、交通安全の意識を高めましよう。

○ 歩きながらのスマー トフォン等の使用 (歩きスマ木)の危険性について話し合いましよう。

○ 夜間・早朝・夕暮れ時などに外出する際や、子供の帰宅が遅くなるときなどに|よ、車に注

意するよう声を掛けたり、明るく目立つ服装や反射材用品を身に着けるよう促しましょう。

○

○

○

○

関係機関・ 団体

子供や高齢歩行者が多く利用する地域での保護・誘導活動を徹底し、安全な通行を確保す

るための交通安全総点検を行いましょう。

交通事故実態を踏まえ、交通事故抑止効果の高いイベントや広報啓発活動を進めましょう。

世代間交流による参加・体験型・実践型の交通安全教室等を開催しましよう。

安全運転サポー ト車 (セーフティ・サポー トカー S)の広報啓発を促進しましょう。
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重点 2

自転車乗用中における交通ルールの遵守と交通マナーの向上を促進するため、次の項目を推

進します。

自転車利用者

○ 「自転車安全利用五則」や乗用中の携帯電話等の操作の禁止

など交通ルールを遵守し、交通マナーの向上を図りましよう。

○ 自転車事故被害者の救済を図るため、損害賠償責任保険等

へ加入しましょう。

家庭・学校・地域・職場

○

○

子供が自転車に乗るとき|よヘルメットを着用させるとともに、正しい交通ルールを指導し

ましょう。

自転車乗用中のスマー トフォン等やイヤ木ン使用の危険性について話し合いましょう。

幼児用座席に乗車させる際のシー トベル ト着用と、幼児二人同乗用自転車の安全利用を促

進しましょう。

○

重点 3

後部座席を含めた全ての座席においてシー トベル トとチャイル ドシー トの正しい着用を徹底

し、交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため、次の項目を推進します。

運転者 。同乗者

○ 発進前のシートベルトとチャイルドシートの全席着用確認や着用後の発進を実践しましょう。

○ 助手席や後部座席に同乗する場合|よ、自らシートベルトを締めましょう。

家庭 。学校 。地域・職場

○ シー トベル トとチャイル ドシー トの正しい着用を習慣付けるとと

もに、着用効果について、家庭や職場で話し合いましょう。

○ 誼勤・退社時に、シー トベル ト着用の確認を行うなど、各事業所

において後部座席を含めた全席着用の徹底を図りましょう。

○ 高速乗合バス及び貸切パス等の事業者|よ、全ての座席におけるシー

トベル ト着用を徹底させるための指導・広報啓発を行いましょう。

関係機関・ 団体

○ 各種キャンペーンや交通安全教育等を通じて、後部座席を含めた全ての座席のシートベル

ト等の着用義務や着用効果について周矢[lを図りましょう。

※平成30年長崎県の後部座席シートベルト着用率 32.20/。 (一般道)

(警察・(―社)日本自動車連盟の合同調査)

自転車の安全利用の推進

【自転車安全利用五則】
① 自転車Iよ車道が原則、歩道は例外

② 車道Iよ左側を通行

③ 歩道Iよ歩行者優先で、車道寄りを徐行

④ 安全ルールを守る

飲酒運転・二人乗り ,並進の禁止

夜間はライトを点灯

信号遵守

交差点での一時停止・安全確認

⑤ 子供はヘルメットを着用

曲
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チャイルドシートの正しい着用の徹底
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飲酒運転の根絶

運転者を始め広く県民一人一人に対し、飲酒運転による交通事故で尊い人命が失われている

現状を訴えて規範意識の確立を図るとともに、飲酒運転を根絶するため、次の項目を推進します。

重点4

運転者

○ 飲酒運転|よ、刑事、行政及び民事上の厳しい責任を伴う

犯罪であることを自覚し、「飲酒運転|よ絶対にしない。」と

いう強い意志をもちましょう。

○ 二日酔いで運転すれば、飲酒運転になることを自覚し、

翌朝に運転予定がある場合|よ、酒量や飲酒時間に配慮しま

しょう。
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家庭・ 学校・ 地域・ 職場

日頃から飲酒運転の悪質・危険性や飲酒運転事故の悲けさを話し合い、飲酒運転を絶対に

許さない環境づくりに努めましょう。

飲酒運転をしなしヽための職場内検討会を行つたり、朝の出発時にアルコールチェッカー等

を利用するなど、職場ぐるみで飲酒運転の根絶に取り組み、規範意識を高めましょう。

関係機関・ 団体

○ 各種メディアを活用して、八ンドルキーパー運動の推進や、

◇飲酒者への車両提供禁止

◇運転者への酒類提供禁止

◇飲酒者が運転する車両への同乗禁止

など、飲酒運転根絶についての広報啓発活動を展開しましょう。

総 ea。 畠 ・凸 ・a・ 島 。鳥 eaca。 会 ・aeaca・ 全 ・a・ ハ

5月 11日 (土 ) 広報活動強化の日

街頭指導活動強化の日5月 13日 (月 )

5月 17日 (金 ) 飲酒運転根絶啓発強化の日

交通事故死ゼロを目指す日5月 20日 (月 )

県 内 続 一 行 事

守ろう交通fb―fb高めかう交通マ十一

2019年長崎県交通安全年間スローガン


